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新型コロナウイルス感染症の対応について（通知） 
 
 新緑の候、日頃は本校教育へのご理解とご協力をいただき、感謝申し上げます。 
令和５年５月２日付で、岡崎市教育委員会より新型コロナウイルス感染症対応ガイドラ

インの改訂の通知がありました。 
つきましては、今後の新型コロナウイルス感染症の対応について次の通りとします。 
 

記 
 
１ 新型コロナウイルス感染症に感染した場合の出席停止とその期間等 
・感染が判明した場合に出席停止になります。 
・発症した日を０日とし、後５日を経過し、かつ、症状が軽快した後１日を経過するまで
となります。最短６日目から解除になります。 

・出席停止解除後は、ウイルスの飛沫による感染を防ぐため１０日を経過するまで、マ
スクの着用を推奨します。 

 
２ 健康観察・登校前の検温 
・毎朝の健康観察や検温は、家庭で行ってください。ただし健康観察の記録（検温カー
ド）の提出は必要ありません。 

・登校後に調子を崩して早退する生徒に聞くと、ほとんどの生徒が、朝から調子が悪か
ったと答えます。登校前の健康観察をお願いします。 

 
３ その他 
・５類に移行したことから、濃厚接触者の指定はありません。 
・発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状での欠席は、出席停止とはなりません。ただ
し、新型コロナウイルスに感染している疑いが高い場合や、感染するおそれの高い場合
は、出席停止となる場合があります。 

・学校では換気や手指洗浄などの感染症対応は継続して行います。 
・家庭では、特に外出・習い事から帰宅した際の、うがいや手指洗浄の習慣は継続してく
ださい。 

・登校前に体調がすぐれない場合や咳・のど痛・発熱等の症状がみられる場合は、自宅で
休養してください。 

・同居家族に咳・のど痛・発熱等の症状があっても、生徒本人の状態が健康であれば登校
してかまいません。 

・文部科学省、愛知県教育委員会、岡崎市教育委員会、保健所の指導により、対応を変更
することがあります。 

 
 

 （連絡先：岡崎市立新香山中学校 教頭 石原 昌仁 ℡４５－２０２６） 


